
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内会回覧 

交通安全情報北広島 №３ 
北広島市交通安全運動推進委員会 

令和 4 年９月 1 日発行 

 

★期間★ ９月２１日(水)～９月３０日(金) 
★運動の重点★ 
◆ 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保 
◆ 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶 
◆ 自転車の交通ルール遵守の徹底 
◆ スピードダウンと全席シートベルトの着用 

 

【年間スローガン】ストップ・ザ・交通事故 ～めざせ 安全で安心な北海道～ 

9 月 30 日(金)は「交通事故死ゼロ」を目指す日です。 

７月 19 日(火)14:00 からエルフィンパーク交流広場において、 
交通安全市民大会が 3 年ぶりに開催されました。 
本大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の関係で、人数制限を

設けての開催でしたが、約 120 人のご参加をいただきました。 
 大会では、大曲大谷幼稚園の代表園児２名による「交通安全宣言」、 
北広島市交通安全指導員会会長による「交通安全誓いの言葉」などが行
われ、参加者一同、今後の交通事故防止を誓いあいました。 
 大会終了後、参加者が、道道江別恵庭線において街頭啓発活動を実施
し、通行車両への交通事故防止を呼びかけました。 
 多数の皆様のご参加をいただき、ありがとうございました。 

７月 20 日(水)～７月 29 日(金)、小学生による「サマーセーフティキャ
ンペーン」を市内の大型店舗６店において３年ぶりに実施しました。 
このキャンペーンは、交通事故撲滅を目的としており、市内の小学校８

校の児童が、店舗に訪れたお客さんに夜光反射材などを配布しながら交通
安全を呼びかける活動で、今年は総勢６０人の参加をいただきました。 
活動にご協力いただきました皆様、ありがとうございました。 

小学生による交通安全啓発～交通安全にご協力を‼ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年、道内で発生した人身交通事故のうち、第一当事者（相対的に過失が重い方）側の交通違反 
で、最も多かったのが前方不注意、次いで操作不適、歩行者妨害の順でした。この歩行者妨害につ
いては、事故が発生すると重傷・死亡事故になる可能性が高い違反で、過去５年を見ると毎年 300
件前後発生しています。 
 歩行者との事故を防止するために、次のことに注意しましょう。 
●ドライバーの方へ 
 ◎スピードダウン～歩行者の発見が遅れる、急に人が出てきた場合ブレーキが間に合わない。 
 ◎予測運転の励行～「人はいないだろう」「横断しないだろう」ではなく、「渡ってくるかもしれ

ない」などの予測運転をする。 
 ◎ハイビームの活用～薄暮時間帯や夜間は視界が悪いので、対向車や前車がいない場合は、ハ

イビームを活用する。 
●歩行者の方へ 
 ◎交通ルール・マナーを守る～道外では歩行者側の信号無視により 

発生した死亡事故で、歩行者が第一 
当事者となる判例がでています。 

 ◎無理な横断は止める～ドライバーが前方を見ていない、あるいは 
歩行者に気づいていないなど、減速せずに接 
近してくることがあります。車両の前後横断 
や斜め横断は歩行者側の違反です。無理な横 
断は止める。 

 ◎横断中も周囲の車に注意～車は意外な速さで近づいてきます。 
また交差点では右左折時に歩行者の発見が 
遅れる車があります。青信号でも油断せず 
周囲の車の動きに注意して横断する。 

自転車の交通事故防止 

 今年、市内では子どもの自転車が被害となる交通事故が散見され、道内でも死亡事故が発生してい
ます。自転車は、車両の仲間となるため、法律では様々なルールが定められています。 
自転車に乗車する時は、交通ルールやマナーを守り安全運転に努めましょう。 

●【自転車安全利用五則】 
◎自転車は、車道が原則、歩道は例外～自転車通行可の道路標識がある場合、13 歳未満の子ども

と 70 歳以上の方など法律で歩道の通行が認められている場
合などは、歩道を通行することができます。 

◎車道は左側を通行～右側通行は車両と正面衝突するおそれがあります。 
◎歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行～歩道は歩行者が歩く道路であり、歩行者と衝突すると重

傷・死亡事故になる可能性があるので、歩行者の通行を妨
げないよう一時停止するか自転車から降りましょう。 

◎交通ルールを守る～飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵
守と一時停止・安全確認などのルールを守りましょう。 

◎子どもはヘルメットを着用～自転車事故で死亡した人の損傷部位は 54.4％が「頭部」であり、
被害を軽減するために、ヘルメット着用は重要です。北海道自転車条
例では全年齢でヘルメット着用を推奨しています。 

●保険への加入 
 ◎高額な賠償金～自転車は、交通事故の被害者になるだけでなく加害者になることもあります。加

害者となり、高額な損害賠償を請求された事例もあります。（約 9,500 万円） 
         北海道自転車条例では、自転車の保険加入を推奨しています。もしもの時のため

に保険に加入しましょう。 


